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4.4.1 グループの新規作成・経営体の招待 
グループを新規作成し、他の経営体をグループに招待する⼿順です。招
待を受けた経営体がグループに参加することできます。 
※ グループの新規作成は、eMAFF プライムの経営体のみ可能です。 

 
(1) グループの作成 

1 画⾯上部の「マイページ」ボタンをクリックし、表⽰された⼀覧から「グ
ループ管理」をクリックします。 
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2 「グループ⼀覧」画⾯が表⽰されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

検索機能 

⼀覧に表⽰する「グループ」の絞
り込みを⾏うことができます。 

⾃⾝が参加しているグルー
プの⼀覧 

グループの⼀覧を表⽰しています。⾒出し
をクリックすると表⽰順を並べ替えること
ができます。 

表⽰されているグループの右端の「 」ボ
タンを押すと、そのグループに関する操作
を⾏うことができます。 

ボタン 

表⽰している画⾯のページを移動するボタン
です。 

表⽰件数 

「グループ」の総件数と画⾯に表⽰している
「グループ」の件数（通し番号）です。 

１ページあたりの表⽰
件数 

１ページに表⽰するの件数を変更
できます。 

新規作成 

グループを新規作成する
ことができます。 
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3 「グループ⼀覧」画⾯の右上の「グループを作成する」をクリックしま
す。 

 
 

4 「グループ詳細」画⾯が表⽰されます。 

 
 

5 「グループ名」を設定します。 
複数のグループが作成される可能性があるため、⼀意でわかりやすい名
称を設定してください。 
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6 「グループ種別」を設定します。 
⼊⼒欄をクリックし、表⽰された⼀覧から該当するものを選択します。 
※本事業については、「継続型」を選択してください。 

 
 
グループ種別の詳細については下表を確認してください。 
グループ種別 説明 

継続型 継続型によるグループ申請の受付けを許可している⼿続で使⽤でき

ます。 

複数の⼿続で繰り返しグループ申請を⾏うことができますが、１件

でも申請中の⼿続が存在する場合は、グループに関する機能（経営

体の招待、グループからの脱退等）を使⽤することができません。 

全ての申請中の⼿続が完了した後、使⽤可能となります。 

審査完了後に参加経営体が追加された場合、追加された経営体は審

査完了済みの過去のグループ申請も閲覧することができます。 

グループに参加中に審査完了した申請は、グループ脱退後も閲覧す

ることができます。 

単回型 単回型によるグループ申請の受付を許可している⼿続で使⽤できま

す。 

単回型でのグループ申請は⼀度しか使⽤することできず、グループ

申請を⾏った後は、グループに関する機能（経営体の招待、グルー

プからの脱退等）は使⽤不可となります。 

 
7 「グループ概要」を設定します。 

グループの概要・⽬的等を記載してください。 
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8 「     」をクリックします。 

 
 

9 「グループ詳細」画⾯が表⽰された後、画⾯上部に「保存されました」
のメッセージが表⽰されます。 

 
 

※ グループを作成した経営体の権限は「代表」となります。 
 

10 この時点で、グループが作成された状態となります。 
「         」ボタンをクリックして「グループ⼀覧」画⾯に戻ると、作
成したグループが表⽰されます。 
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(2) グループへの招待 
代表経営体の申請者が、グループに他の経営体を招待する⼿順です。 
 

 
1 「グループ⼀覧」画⾯より、招待したいグループの「    」ボタンをク

リックします。 

 
 

2 「グループ詳細」画⾯が表⽰された後、「          」をクリックします。 
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3 「経営体情報検索」画⾯が表⽰されますので、検索条件欄に招待したい
経営体の情報である「法⼈名/屋号」や「代表者⽒名」を⼊⼒し、「      」
ボタンをクリックして、経営体情報を検索します。 

 
 
※ 招待したい申請者が「グループ申請の機能」を有効にしていない場合

は、表⽰されません。その場合は、別途、申請者に同機能を有効にす
るように連絡してください。 
 

4 招待したい経営体が⼀覧に表⽰されたら、左端の「○」をクリックして
選択（  ）した後に、「   」ボタンをクリックします。 

 
 

5 「経営体情報検索」画⾯で選択した経営体の経営体 ID が、「グループ詳
細画⾯」の経営体 ID に設定されます。その後、「       」をクリック
します。 
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6 「グループ詳細」画⾯上部に「招待しました」のメッセージが表⽰され、
招待した経営体が経営体⼀覧に表⽰されます。 
招待した経営体のステータスは「参加待ち」状態となります。 

 
 
※ この時点では、招待した経営体に参加依頼をしている状態であるた

め、グループへの参加は完了していません。招待した経営体の申請者
には、電⼦メールおよびポータル画⾯の通知欄に、グループ参加依頼
が届きます。 
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(3) 招待を受けた経営体がグループに参加 
グループへの招待を受けた経営体は、電⼦メールやポータル画⾯の通知
欄でグループ招待通知が届いていることを確認し、グループに参加、ま
たは、不参加を⾏います。 
 

1 ポータル画⾯の通知欄に表⽰されているグループ招待通知の「  」ボ
タンをクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表⽰されます。事前にグループ申請の合意確認を
⾏った申請者からの依頼であることを確認し、「参加」ボタンをクリッ
クします。内容に⼼当たりがない場合は、「不参加」をクリックします。
保留にしたい場合は、「閉じる」をクリックします。 

 
 
※ 「参加」、「不参加」の操作を⾏うと、グループに参加している経営体

の申請者に対して、電⼦メールアドレス及びポータル画⾯の通知欄
に、参加または不参加に関する結果通知が届きます。 
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3 「参加」を選択した場合は「グループ⼀覧」画⾯に、参加したグループ
が表⽰されていることを確認します。グループの詳細を確認するため、

「    」ボタンをクリックします。 

 
 

※ 「不参加」を選択した場合は、グループが表⽰されません。 

 
4 「グループ詳細」画⾯の経営体⼀覧に、⾃⾝の経営体が追加されている

ことを確認します。 

 
 
※ グループに参加した時点の権限は「⼀般」となります。 
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(4) グループ招待通知の結果確認 
グループへの招待を⾏った経営体は、電⼦メールやポータル画⾯の通知
欄で、招待した経営体がグループに参加したか否かを確認することがで
きます。 

 
1 ポータル画⾯の通知欄に表⽰されている、グループ招待結果通知の

「  」ボタンをクリックします 

 
 

2 招待された経営体の申請者がグループ招待通知を「参加」した場合は、
承諾された旨が表⽰されます。 

 
 
※ 「不参加」した場合には、不参加された旨が表⽰されます。 
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4.4.2 グループによる申請 
代表経営体及び参加経営体がグループによる申請を⾏う⼿順です。 
※ eMAFF エントリーの経営体は、申請の提出はできませんが、⼀時保

存までの処理を⾏えます。 
 

(1) グループによる申請 
1 申請書の編集画⾯にて、「           」ボタンをクリックします。 

 
 

2 「経営体情報選択」画⾯が表⽰されます。 
使⽤可能なグループのグループ名が表⽰されますので、左端の「○」を
クリックして「選択」ボタンをクリックしてください。 

 
 

本事業への申請において、グループ名が表⽰されない場合は、⾃⾝が
参加するグループの「グループ種別」が「継続型」となっているかを
確認してください。 
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3 「申請書の編集」画⾯にグループ情報欄が追加表⽰され、選択したグル
ープに関する情報が記載されます。グループの詳細を確認する場合は、

「        」をクリックします。 

 
 
※ グループ情報欄（上記⾚枠）は、「別名義で申請」からグループを選

択した場合のみ表⽰されます。 
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4 「グループ詳細」画⾯が表⽰され、グループに関する最新の情報を閲覧
することができます。 
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4.4.3 グループ参加経営体の権限変更 
「代表」、「副代表」の権限を持つ経営体は、参加経営体の権限を変更す
ることができます。 

 
権限の詳細については下表を確認してください。 
権限 説明 

代表 ・グループを作成した経営体に付与されます。 

・グループ申請の⼀時保存、提出、修正確認依頼の同意等は全て使⽤

可能です。 

・グループ管理に関する機能は全て使⽤可能です。 

・代表の権限を持つ経営体の権限変更は、「代表就任を要請」で⾏って

ください。（6.5.4 参照） 

副代表 ・「代表」、「副代表」の権限を持つ経営体が、参加経営体に 

付与することができます。 

・グループ申請の⼀時保存、提出、修正確認依頼の同意等は全て使⽤

できます。 

・グループ管理について、「代表就任を要請」以外のグループに関する

機能が使⽤できます。 

※副代表の⼈数制限はありません。 

⼀般 ・グループに関する機能は閲覧のみ可能です。 

・グループ申請の提出を⾏うことはできません。（⼀時保存まで可能） 
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(1) 参加経営体の権限変更 
1 「代表」⼜は「副代表」の経営体が、参加経営体の権限を「副代表」に

変更する場合は、「グループ詳細」画⾯の経営体⼀覧より、権限変更し
たい経営体の「    」ボタンをクリックし、「副代表に権限変更」ボタ
ンをクリックします。 

 
 

 

2 画⾯上部に「権限を変更しました」のメッセージが表⽰されます。また、
対象の経営体の権限が「副代表」に更新されます。 

 
 
※ 「⼀般に権限変更」ボタンをクリックした場合は、権限が「⼀般」に

変更されます。 
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4.4.4 グループの代表権限譲渡 
代表経営体は、代表権限を参加経営体に譲渡することができます。 

 
(1) 代表経営体が参加経営体に代表就任を要請 

1 「グループ詳細」画⾯の経営体⼀覧より、権限変更したい経営体の「    」
ボタンをクリックし、「代表就任を要請」ボタンをクリックします。 

 
 
 

2 下記確認メッセージが表⽰されますので、内容を確認の上、「代表就任
を要請」ボタンをクリックします。 

 
※ 「代表就任を要請」の操作を⾏うと、対象となる経営体の申請者に、

電⼦メールアドレスおよびポータル画⾯の通知欄に、代表就任の要
請に関する通知が届きます。 
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3 画⾯上部に「代表就任を要請しました」のメッセージが表⽰され、ステ
ータスが「参加（代表就任を要請︓承諾待ち）」となります。 

 
 

(2) 代表就任要請の承諾 
グループ代表経営体から代表就任の要請を受けた経営体は、電⼦メール
やポータル画⾯の通知欄で権限変更依頼通知が届いていることを確認
し、承諾または不承諾を⾏います。 

 
1 ポータル画⾯の通知欄に表⽰されているグループ招待通知の「  」ボ

タンをクリックします 
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2 代表就任の要請を受ける場合は「承諾」ボタンをクリックします。受け
ない場合は「不承諾」をクリックします。保留にしたい場合は、「閉じ
る」をクリックします 

 
※ 「承諾」、「不承諾」の操作を⾏うと、代表経営体の電⼦メールアドレ

スおよびポータル画⾯の通知欄に、承諾または不承諾に関する結果
通知が届きます。 

 
3 承諾した場合、「グループ⼀覧」画⾯の「代表者の法⼈名/屋号」、「代表

者⽒名」が更新されます。 

 
 
また、「グループ詳細」画⾯のステータスも「代表」に更新されます。
代表権限の譲渡に伴い、旧代表者のステータスは、「副代表」に変更さ
れます。 
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4.4.5 グループからの脱退 
参加経営体は⾃らの意思でグループから脱退することができます。また、
代表経営体が参加経営体をグループから外すことができます。 

 
(1) 参加経営体が⾃らグループを脱退 

1 「グループ⼀覧」画⾯より、脱退したいグループの「    」ボタンをク
リックし、「脱退する」をクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表⽰されますので、内容を確認した後、「脱退す
る」をクリックします。 

 
 
※ 「脱退する」の操作を⾏うと、グループに参加する「代表」⼜は「副

代表」権限を有するすべての経営体に対して、電⼦メールアドレスお
よびポータル画⾯の通知欄に、脱退したことに関する結果通知が届
きます。 
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3 画⾯上部に「脱退しました」のメッセージが表⽰され、グループ⼀覧か
ら対象のグループが削除されます。 

 
 

(2) 代表経営体が参加経営体をグループから外す 
1 「グループ詳細」画⾯の経営体⼀覧より、グループから外したい経営体

の「    」ボタンをクリックし、「グループから外す」ボタンをクリッ
クします。 
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2 下記確認メッセージが表⽰されますので、内容を確認した後、「グルー
プから外す」をクリックします。 

 
 
※ 「脱退する」の操作を⾏うと、グループに参加する経営体の申請者に

対して、電⼦メールおよびポータル画⾯の通知欄に、脱退通知が届き
ます。 
 

3 画⾯上部に「グループから外しました」のメッセージが表⽰され、経営
体⼀覧から対象の経営体が削除されます。 

 
  



87 
 

4.4.6 グループの削除（解散） 
代表経営体がグループを解散する⼿順です。 
※ グループに他の経営体が参加している状況では、グループを削除で

きませんので、代表経営体を除くすべての経営体が脱退処理を⾏っ
てから削除してください。 
ただし、グループによる申請を⼀度でも⾏っている場合には、その
グループを削除することはできません。 

 
(1) 代表経営体がグループを解散 

1 削除したいグループの「グループ詳細」画⾯より、「グループ削除」ボ
タンをクリックします。 

 
 

2 下記確認メッセージが表⽰されますので、「グループ削除」をクリック
します。 
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3 画⾯上部に「削除しました」のメッセージが表⽰され、「グループ⼀覧」
画⾯から対象のグループが削除されます。 
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補⾜資料 
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5.1 詳細版マニュアルの表⽰⽅法 
詳細版の操作マニュアルの表⽰⽅法を記載します。 
 

 ホーム画⾯「お困りの場合」-「操作マニュアルから探す」をクリック
します。 

 
 

 「操作マニュアル⼀覧」が表⽰されます。  

 
  

マニュアル 
ダウンロードできるマニュアルを⼀覧で表⽰します。 
表⽰順は並べ替えすることができます。  
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 「マニュアル⼀覧」から、閲覧したいマニュアルのタイトルをクリック
します。 
詳細版マニュアルは、「タイトル︓申請者マニュアル、カテゴリ︓全般」
のマニュアルを選択してください。 

 
 

 マニュアルのダウンロードが開始されます。 
 
 ブラウザのポップアップブロックの機能により、ファイルのダウン

ロードがブロックされる場合があります。Microsoft Edgeの場合、
以下のメッセージが表⽰されますので、いずれかのボタンをクリッ
クしてポップアップブロックを解除してください。 

 操作詳細→ 5.3.2 ポップアップブロックの解除 

 
 

ｖ
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5.2 アップロードできるファイル形式 
共通申請サービスにアップロードし、保存できるファイル形式は、以下
のとおりです。 
なお、各⼊⼒項⽬において、アップロードできるファイル形式が制限さ
れている場合がありますので、詳しくは、各⼊⼒項⽬における操作⼿順
等をご確認ください。 

 
ファイル形式 ファイルの拡張⼦ 

Microsoft Excel 形式 xls, xlsx, xlsm 

Microsoft Word 形式 doc, docx, docm 

Microsoft PowerPoint 形式 ppt, pptx, pptm 

Microsoft Visio 形式 vsdx, vsdm 

テキスト形式 txt, csv, rtf 

PDF 形式 pdf 

画像形式 bmp, gif, wmf, emf, png, jpg, jpeg, tif, tiff 

図⾯形式 dwg, dxf, jww, p21, sfc 

メール形式 eml 

圧縮形式 zip（※） 

⼀太郎形式 jtd, jtdc 

※圧縮形式（zip）の利⽤は、推奨されていません。 
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5.3 ブラウザの操作 
ブラウザで共通する各種操作⽅法を記載します。 

 
5.3.1 ファイルのダウンロード・閲覧 
(1) 概要 

共通申請サービスに掲載されているマニュアル等をパソコンやスマー
トフォンにダウンロードして、閲覧、保存をすることができます。 

 

(2) 操作⽅法 
マニュアル等のダウンロード⾏うと、ファイルがダウンロードされます
ので、次の⼿順でファイルの閲覧、保存を⾏ってください。 
 

Google Chrome の場合 
ファイルの保存場所を尋ねられた場合は、保存場所のフォルダを選択し
て、「保存」をクリックします。 
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ファイルのダウンロードが完了すると、Google Chrome のウィンドウ
下部にダウンロードされたファイルのファイル名が表⽰されます。 

ファイル名をクリックすると、ファイルを開いて内容を閲覧することが
できます。 
ファイル名の右の「  」ボタンをクリックし、表⽰されたメニューから

「フォルダを開く」をクリックすると、ファイルが保存されたフォルダ
が表⽰されます。 
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Microsoft Edge の場合 
ファイルのダウンロードが完了すると、Microsoft Edge のウィンドウ
下部にダウンロードされたファイルのファイル名が表⽰されます。 

ファイル名をクリックすると、ファイルを開いて内容を閲覧することが
できます。 
ファイル名の右の「   」ボタンをクリックし、表⽰されたメニューか
ら「フォルダに表⽰」をクリックすると、ファイルが保存されたフォル
ダが表⽰されます。 
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5.3.2 ポップアップブロックの解除 
(1) 概要 

セキュリティ確保のため、ブラウザには、標準でポップアップをブロッ
クする設定がされています。これにより、共通申請サービスから出⼒し
たファイルをダウンロードできない場合がありますので、ブラウザを操
作して、ブロックを解除してください。 

 

(2) 操作⽅法 
 

Google Chrome の場合 
ポップアップがブロックされると、ブラウザ上部のアドレスバーの右端
に、ポップアップブロックのアイコンが表⽰されますので、アイコンを
クリックして、「…のポップアップとリダイレクトを常に許可する」を
チェックし、「完了」ボタンをクリックしてポップアップブロックを解
除してください。 
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Microsoft Edge の場合 
ポップアップがブロックされると、ブラウザ上部のアドレスバーの右端
に、ポップアップブロックのアイコンが表⽰されますので、アイコンを
クリックして、「…のポップアップとリダイレクトを常に許可する」を
チェックし、「完了」ボタンをクリックしてポップアップブロックを解
除してください。 

 
 


